
レクリエーション施設利用券をご利用になる組合員の方へ

 レクリエーション施設利用券は、１年度内（4月1日～3月31日）の利用回数に制限がありますので、次のご利用方法をご
確認の上、ご利用ください。

　利用券の使用可能な施設については、「共済事業のあらまし」または共済組合ホーム
ページ（最新情報）のレクリエーション施設一覧表にてご確認ください。

組合員および被扶養者（本組合にて組合員証等が発行されている方）に限ります。
※ 現在、被扶養者の方であっても、75歳になり後期高齢者医療制度へ加入されると
被扶養者ではなくなりますので、利用券は使用できなくなります。

１施設につき１人１回が利用限度（レジャー施設等）
ただし、キャンプ場・映画館・日帰り温泉・ゴルフ・ボルダリング・鍼灸
マッサージは、指定施設の中から１年度内１人３回を限度とします。
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 東京ディズニーリゾートからのお知らせ２
　『共済だより』8月号でお知らせしましたが、例年1月～3月に実施しているサンクス・フェスティバルについては中止となって
おりますので、ご利用の際はご注意ください。

東京ディズニーリゾート　インフォメーションセンター
TEL 0570-00-8632 （10:00～15:00）

お問い合わせ先

　埼玉県が中心となり行政・企業・民間団体等が連携して運営している「SAITAMA出会いサポートセンター」の
事業運営に賛同し、今年度から当該運営協議会に協賛会員として入会しております。
　本組合の入会により、今後、組合員の皆さまが利用登録を行う際、特典として下記のとおり登録料の割引が受
けられますので是非ご活用ください。
　なお、割引対象者については組合員ご本人のみとなります。

利用登録料（2年間・税込）　16,000円 ▶ 11,000円
（割引の適用については、組合員証の提示が必要となります。）

事業内容の詳細については、
ホームページをご参照ください。 SAITAMA 出会いサポートセンター

☎048-789-7721
（火～日　11：00～18：30）

　info@koitama.jp

https://koitama.jp
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